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第３３回農業委員会総会会議録 

 

１ 開催日時  令和８年３月１６日（月） 午前９時００分 

 

２ 開催場所  柳井市総合福祉センター４階会議室 

 

３ 出席委員 ２番 山重 義則 君 ３番 中元 茂雄 君 

 ４番 鈴木 喜義 君 ５番 菅岡 利夫 君 

 ６番 下土井 進 君 ７番 岡本 幸子 君 

 ８番 寺西 久美子 君 ９番 亀山 真由美 君 

  １０番 原田 淳一 君 １１番 勝本 澄人 君 

 １２番 齋藤 貴之 君  １３番 宮本 三雄 君 

   

   

   

   

４ 欠席委員   

   

   

   

 

５ 欠員  １名  

   

   

 

 

６ 説明のため出席した者  

 事 務 局 長    楠原 慎太郎 君 

 事務局次長    中原 賢 君 

  

 

７ 記事ならびに議事録調整者 

 事務局主任    相本 裕紀 君 
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会議に付議した事項 

 

議案第１５１号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第１５２号  農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第１５３号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第１５４号  農用地利用集積等促進計画（一括）の作成について 
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第３３回農業委員会総会次第 

 

議長 宮本君 それでは、ただ今より、第３３回農業委員会総会を開会いたします｡ 

出席委員は、１３名中１２名で、定足数に達しておりますので、総会

は成立しております。 

 

議長 宮本君 会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は、会議規則第１６条の規定により、議長において 

下土井委員、岡本委員を指名します。 

次に、会期についてお諮りいたします。 

本会議の会期は、本日一日限りとしたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

   （異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって会期は、本日一日限りと決定いたしました。 

 

議長 宮本君 それでは、ただいまより議事に入ります。 

議案第１５１号を上程します。 

事務局から議案について説明をさせます。 

次長。 

 

次長 中原君 

（３条－１） 

議案第１５１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請につい

て、調書に基づきましてご説明いたします。 

整理番号１番でございます。 

申請地は、●●字●●●●●●番 地目 畑 面積１０１㎡です。 

利用状況は休耕中で、権利の種類は所有権の移転です。 

渡人は３名の共有名義で●●●や、●●●に居住しており、耕作管

理が困難なため、まず令和７年６月に国の相続土地国庫帰属制度に申

請されました。相続土地国庫帰属制度とは、相続等によって取得した

土地を、国が定める要件を満たせば国に引き渡すことができる制度で、

令和５年４月２７日から施行されたものです。申請を受けた中国四国

農政局が、申請地の隣接に居住している受人に相談し、本件の申請に

至ったもので、夫婦で家庭菜園として利用するものです。。 

申請地の位置は資料に示していますが、●●●●から北に約１５０

ｍの距離にある●●●●●●●●沿いの農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙の現地調査票

のとおり、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要

件を審査した結果適当と考えられ、農地法第３条第２項各号に該当し

ないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 
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次長 中原君 

（３条－２） 

続きまして、整理番号２番でございます。 

申請地は、●●字●●●●●●番 地目 畑 面積２３９㎡です。 

利用状況は耕作中で、権利の種類は所有権の移転です。 

 渡人は●●●に居住しており、耕作管理が困難なため譲り渡すもの

です。 

 受人は申請地の近隣に居住しており、耕作管理が便利なため、両親

と共同で自家用野菜の栽培を行うものです。 

申請地の位置は資料に示していますが、●●●●から南東に約３０

０ｍの距離にある●●●●●●沿いの農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙の現地調査票

のとおり、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要

件を審査した結果適当と考えられ、農地法第３条第２項各号に該当し

ないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

次長 中原君 

（３条－３） 

続きまして、整理番号３番でございます。 

申請地は、●●字●●●●●●番 地目 畑 面積５５９㎡外２ 

筆 合計 田 １，４１１㎡ 畑 ５５９㎡です。 

利用状況は休耕中で、権利の種類は所有権の移転です。 

 渡人は●●●に居住しており、耕作管理が困難なため譲り渡すもの

です。 

 受人は申請地から約●●●ｋｍの距離に居住しておりますが、申請

地の近隣に農地を所有しており、面積の拡大を図るものです。 

申請地の位置は資料に示していますが、●●●●から北西に約２０

０ｍの距離にある●●●●●付近の農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙の現地調査票

のとおり、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要

件を審査した結果適当と考えられ、農地法第３条第２項各号に該当し

ないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で、事務局からの説明を終わります。 

 

議長 宮本君 以上で、補足説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

整理番号１番につきまして、柳井大畠地区担当委員の意見を求めま

す。 

菅岡委員。 

 

５番 菅岡君 

 

 

 

整理番号１番につきましては、２月２７日に事務局、関係委員と現

地確認を行っております。事務局の説明どおりで、国庫帰属という話

がありましたが、申請地隣接の受人が家庭菜園として利用するとのこ

とです。特に問題ございませんのでご審議のほどよろしくお願いしま
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議長 宮本君 

 

５番 菅岡君 

 

 

す。 

 

 こちらは、国庫帰属完了前に話がまとまったということでしょうか。 

 

 その通りでございます。申請地の隣の方が受人として現れたため、

国としても安心しているかと思います。 

 

議長 宮本君 整理番号１番につきまして、他に質疑はございませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

整理番号１番につきましては、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 続いて、整理番号２番につきまして、新庄余田地区担当委員の意見

を求めます。 

原田委員。 

 

１０番 原田君 整理番号２番につきましては、２月２７日に事務局、関係委員と現

地調査を行っております。事務局の説明どおりで、問題ないと思いま

すので、ご審議のほどよろしくお願いします。。 

 

議長 宮本君 整理番号２番につきまして、他に質疑はございませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

整理番号２番につきましては、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 続いて、整理番号３番につきまして、大畠柳井地区担当委員の意見

を求めます。 

中元委員。 

 

３番 中元君 整理番号３番につきましては、２月２７日に事務局と現地確認をし

ております。渡人が遠くにお住いの方で、受人がこちらに頻繁に来ら

れるとのことで、問題ないと思われます。ご審議のほどよろしくお願

いします。 

 

議長 宮本君 整理番号３番につきまして、他に質疑はございませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

整理番号３番につきましては、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 それでは、質疑を終了し、議案第１５１号の整理番号１番から３番

につきまして、原案のとおり可決・承認することについて、異議のない

方は挙手をお願いいたします。 

（全員異議なく挙手） 
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全員挙手と認めます。 

よって、議案第１５１号の整理番号１番から３番につきましては、

可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 続きまして、議案第１５２号を上程します。 

事務局から議案について説明をさせます。 

次長。 

 

次長 中原君 

（４条－１） 

議案第１５２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て、調書に基づきましてご説明いたします。 

整理番号１番でございます。 

申請地は、●●字●●●●●●番 地目 田 面積３０１㎡で、権利 

の種類は所有権の移転です。 

既に、転用目的である自宅への進入路及び自宅の敷地拡張の工事が

実施されており、無断転用による事後申請のため始末書も提出されて

おります。 

申請地の位置は資料に示していますが、●●●●●から北西に約２

００ｍの距離にある●●●●●●●●付近の農地です。 

審査基準の適合については、別紙の現地調査票のとおり、立地基準

は概ね１０ｈａ未満の小集団の第２種農地と判断され、周辺に転用目

的のための土地が他になく、一般基準についても適当と考えます。 

以上で、事務局からの説明を終わります。 

 

議長 宮本君 以上で、補足説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

整理番号１番につきまして、大畠柳井地区担当委員の意見を求めま

す。 

中元委員。 

 

３番 中元君 整理番号１番につきましては、２月２７日に事務局と現地確認を行

っております。すでに玄関入り口までコンクリートの舗装がされてお

りましたが、自身の土地であるため、問題ないと思います。ご審議のほ

どよろしくお願いします。 

 

議長 宮本君 整理番号１番につきまして、他に質疑はございませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

整理番号１番につきましては、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 それでは、質疑を終了し、議案第１５２号の整理番号１番につきま

して、原案のとおり可決・承認することについて、異議のない方は挙手
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をお願いいたします。 

（全員異議なく挙手） 

全員挙手と認めます。 

よって、議案第１５２号の整理番号１番につきましては、可決・承認

と決します。 

 

議長 宮本君 続きまして、議案第１５３号を上程します。 

事務局から議案について説明をさせます。 

次長。 

 

次長 中原君 

（５条－１） 

議案第１５３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て、調書に基づきましてご説明いたします。 

整理番号１番でございます。 

申請地は、●●字●●●●●●番 地目 畑 面積６８㎡外４筆 

合計 田 ２６５㎡ 畑 ３４２㎡です。 

利用状況は休耕中で、権利の種類は所有権の移転です。 

この申請は、令和７年１０月１５日に開催された第２８回総会の議

案第１３１号で、市長より農用地除外についてこの会の意見を求めら

れ、承認されたものです。 

渡人は●●●●に居住しており、耕作管理が困難なため譲り渡すも

のです。 

受人は●●●で不動産業を営む法人で、申請地に建売住宅２棟、車

庫１棟及び道路を建設するものです。 

申請地の位置は資料に示していますが、●●●●●●から北に約６

００ｍの距離にある●●●●●●●付近の農地です。 

申請の５筆の内１筆が農用地のため、市長より５月の上旬頃に交付

予定の農用地除外変更通知書と同日付けで本件の許可証を交付し、交

付までの間は農用地の扱いとなります。 

農地法第５条第２項の農用地利用計画において、「指定された用途に

供する場合」に該当するため、許可の基準を満たしていると考えられ、

立地基準、一般基準について審査した結果、適当と考えます。 

なお、本件につきましては、農地区分が農用地区域内農地が含まれ

ているため、今月３０日開催予定の山口県農業会議常設審議委員会の

聴取対象となり、承認された場合に許可する案件になります。 

以上で、事務局からの説明を終わります。 

 

議長 宮本君 以上で、補足説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

整理番号１番につきまして、新庄余田地区担当委員の意見を求めま

す。 
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原田委員。 

 

１０番 原田君 整理番号１番につきましては、２月２７日に事務局と現地調査をし

ております。事務局の説明どおりで、問題ないと思いますので、ご審議

のほどよろしくお願いします。。 

 

議長 宮本君 整理番号１番につきまして、他に質疑はございませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

整理番号１番につきましては、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 それでは、質疑を終了し、議案第１５３号の整理番号１番につきま

して、原案のとおり可決・承認することについて、異議のない方は挙手

をお願いいたします。 

（全員異議なく挙手） 

全員挙手と認めます。 

よって、議案第１５３号の整理番号１番につきましては、可決・承認

と決します。 

 

議長 宮本君 続きまして議案第１５４号を上程します。 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、議事参与が制限

されますので、山重委員、原田委員及び私は議事に参与しないことと

します。 

議長の任を、齋藤会長職務代理にお願いします。 

 

職代 齋藤君 それでは、議長を務めさせていただきます。 

事務局から議案について説明をさせます。 

次長。 

 

次長 中原君 議案第１５４号 農用地利用集積等促進計画（一括）の作成につい

て、ご説明いたします。 

農用地利用集積等促進計画（一括）一覧表をご覧ください。 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１９条第３項の規定に基づき、市長より令和８年２月２５日付けで、

農業委員会にこの集積等促進計画の決定を求められています。 

計画は１１７件 １９９筆 合計面積３６９，６４３㎡です。 

農業経営基盤強化促進法に基づく相対等の利用権設定は、令和７年

３月末で経過措置期間が終了し、令和７年４月からは農地中間管理機

構を介した農用地利用集積等促進計画に一本化されております。 

よって、令和７年４月からの利用権設定につきましては、貸人、借人

及び山口県農地中間管理機構として農地中間管理事業を行う、公益財
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団法人やまぐち農林振興公社の３者契約となります。 

契約手続きの方法として、従来の２段階方式と相対に替わる一括方

式の２通りがあり、本件は一括方式での契約です。 

以上で、事務局からの説明を終わります。 

 

職代 齋藤君 

 

 

 

 

 

６番 下土井君 

 

 

 

 

 

 

主任 相本君 

 

 

６番 下土井君 

 

 

主任 相本君 

 

局長 楠原君 

 

 

 

６番 下土井君 

 

職代 齋藤君 

 

 

以上で、補足説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

質疑はございませんでしょうか。 

（下土井委員が挙手） 

それでは下土井委員 

 

一括表の差し替え分をいただいておりますが、備考欄が抜けており

ますのでご説明をお願いします。 

 もう一点が、利用権の設定期間について、１年から３年の比較的短

期の契約が多く見受けられます。最適化推進委員がご苦労されており

ますが、公社を通しておりますので、できるだけ長く貸借の契約期間

をとってほしいと思います。 

 

ご指摘の通り備考欄が抜けておりました。備考欄には、相続が済ん

でいない方について、名義人の氏名を記載しております。 

 

備考欄が抜けていても、特段問題ないでしょうか。名義人が記載さ

れているだけということでしょうか。 

 

 名義人の名前が抜けているだけで特段問題ございません。 

 

 もう一点の短期での貸借契約についてですが、貸人、借人双方でき

るだけ長い契約の方が安心できると思いますので、事務局としてもお

願いしていこうと思います。 

 

 わかりました。 

 

他に質疑はございませんでしょうか。 

  (質疑なしの声あり) 

  

職代 齋藤君 それでは、質疑を終了し、議案第１５４号につきましては、原案のと

おり可決・承認することについて、異議のない方は挙手をお願いいた

します。 

（全員異議なく挙手） 

全員挙手と認めます。 
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よって、議案第１５４号につきましては、可決・承認と決します。 

 

職代 齋藤君 それでは、議長の任を宮本会長にお返しいたします。 

 

議長 宮本君 以上をもちまして総会は閉会とします。 

（閉会 午前 ９時 ２６分） 

 

 


